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平成16年11月

平成１７年3月

平成17年6月頃

平成17年9月頃

◎環境省の施策

○環境省・関係者の連携

・他の機関の取組み
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　　　　　　　　　ワークショップの開催　　　(地域住民・関係者)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自然再生の実施　　　　具体的取組の推進

横断的施策の検討

サンゴ群集の修復
◎稚サンゴがついた基盤の設置
＊自然再生事業として実施

海洋保全管理
○開発の制限
→海洋保護区の設定
○オニヒトデ駆除

・観光利用のルールづくり
・漁業利用のルールづくり

沿岸保全管理
・農地・営農対策
・河川・海岸対策
・下水道整備

重要海域の選定

海域に応じた保全対策の検討

サンゴ礁生態系の実態把握
・被度の変化
・サンゴの大きさ
・加入率
・幼生輸送（潮流調査）

サンゴ礁の攪乱状況
・赤土等海洋汚染
・栄養塩の影響
・オニヒトデ
・白化

利用状況
・漁業
・観光

陸域の調査
・土地利用変化
・海岸部開発

サンゴ群集修復技
術の検討
・既存技術の評価
・実証試験

自然再生推進調査専門委員会

石西礁湖自然再生事業のスケジュール（案）

陸域を含めた沿岸管理対策の検討

石西礁湖自然再生マスタープランの策定

横断的施策
○調査研究
◎モニタリング
○普及啓発
◎モニタリングセンター
の機能強化

自然再生全体構想・自然再生事業実施計画の策定（マスタープランの法定化）

自然再生実施者・自然再生の内容の全体像の検討・調整（環境省・関係行政機関・関係者・市民）
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自然再生推進調査専門委員会

モニタリングの実施

自然再生の目標の検討

自然再生協議会の設置（石西礁湖自然再生事業支援専門委員会（仮称）の設置）

自然再生協議会参加者・参加団体の募集

再生状況の評価

効果的な自然再生のため計画・手法の見直し＝順応的管理

石西礁湖のサンゴ礁生態系の再生
島人ぬ宝　「石西礁湖」を次の世代に！！

自然再生推進調査結果及びマスタープラン報告会（自然再生推進調査専門委員会）

資料６
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石西礁湖自然再生協議会の設置について

１．目的

石西礁湖の自然再生は、環境省だけでなく関係する行政機関、地域住民、地域で活動を

行っている団体、サンゴ礁生態系に関し専門的知識を有する者が共通の認識の下に、互い

の連携、協力を密にして行動することが必要。このため、石西礁湖の自然再生について広

く議論し、円滑に実施していくための機関として、関係する各主体が参加する石西礁湖自

然再生協議会（以下「協議会」という。）を組織する。

協議会では、自然再生全体構想の作成、自然再生事業実施計画の案に関する協議、自然

再生事業の実施に係る連絡調整を行う。

２．設立の時期

　平成１７年９月目処
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３．構成員

　協議会は、自然再生事業を実施しようとする者、自然再生事業またはこれに関連する

活動に参加しようとする者（地域住民、ＮＰＯ等、自然環境に関し専門的知識を有する

者、土地所有者等）、関係行政機関及び地方公共団体で構成することとし、実施者であ

る環境省及び関係行政機関の呼びかけにより、協議会員を公募する。

４．マスタープランと自然再生全体構想の関係について

マスタープランは、環境省が行った自然再生推進計画調査の結果をとりまとめ、今後

環境省が行う自然再生事業が関係行政機関の施策と連携したものとなるよう、関係行政

機関の協力を得てとりまとめたもの。協議会で作成する自然再生全体構想は本マスター

プランを素案にしながら、関係行政機関の各種計画、構成員が実施される自然再生事業

について連携して作成することとなる。

５． 石西礁湖自然再生事業支援専門委員会（仮称）の設置

石西礁湖自然再生推進調査が平成１６年度で終了することに伴い、石西礁湖自然再生

推進調査専門委員会もその役割を終えることとなるが、今後実施段階に入る環境省の自

然再生事業を、科学的知見に基づいた順応的管理を実現していくため、引き続き技術

的・学術的見地から指導・助言を得る場として石西礁湖自然再生事業支援専門委員会（仮

称）を設置する。

委員会には、石西礁湖自然再生推進調査専門委員会の委員に引き続き参画頂くととも

に、自然再生協議会の設置及び運営に当たり、今後より重要となる漁業者やダイビング

事業者など地域への参加の呼びかけや普及啓発を進めていく際に指導・助言を頂く、社

会系学者及び普及啓発の専門家に参画頂く予定。


